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第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申し上げます。

　本定時株主総会の招集に際しては、法令及び定款の定めに基づき、株主総
会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、以下
ウェブサイトに掲載しておりますが、書面交付請求の有無にかかわらず、
すべての株主の皆様に、従前どおりの書面をお送りいたします。

　・当社ウェブサイト

以下ＵＲＬにアクセスして、「第28期 定時株主総会（2026年６月18日）」に
お進みください。

　・東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

以下ＵＲＬにアクセスして、「銘柄名（会社名）」または「コード」の欄に
「トランスジェニックグループ」または「2342」を入力し、当社情報欄の
「基本情報」をご選択のうえ、「縦覧書類/ＰＲ情報」「株主総会招集通
知/株主総会資料」の順にお進みください。

敬　具
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１．日 時 2026年６月18日（木曜日）午後２時（開場　午後１時30分）
２．場 所 福岡市中央区天神二丁目５番55号

　レソラ天神　５階　「レソラホール」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第28期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第28期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

＜電子提供制度に関するお問い合わせ先＞

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部テレホンセンター

電子提供制度専用ダイヤル0120-696-505

（受付時間　土・日祝日を除く平日 9：00～17：00）

https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

記

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の株主総会出席票を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申し上げます。

○電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しており

ません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査して

おります。

・事業報告「２.(4)新株予約権等の状況」

・事業報告「２.(5)業務の適正を確保するための体制」

・事業報告「２.(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

・連結計算書類「連結注記表」

・計算書類「個別注記表」

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及

び東証ウェブサイトにその旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

○電子提供制度または書面交付請求に関する詳細は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証

券代行部までお問い合わせください。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

※１ がん原性試験は、化学物質や製品が発がん性を持つ可能性がある

かどうかを評価するための試験です。
※２ rasH2 マウスは、ヒト由来のがん関連遺伝子であるHRAS（c-Ha-

ras）を組み込んだトランスジェニックマウスです。発がん性の

有無の評価が可能で、医薬品や化学物質の発がん性試験に広く使

われています。

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢は緩やかな

持ち直しの動きが見られました。しかしながら、恒常的な物価上昇が家計

の消費マインドの低下を招き、戦争による中東情勢の悪化により景気の先

行きが一層不透明となりました。

創薬支援事業につきましては、株式会社トランスジェニックにおいて、

従来の長期がん原性試験
※１

と比較して短期間で発がん性の評価が可能とな

る「rasH2マウス
※2
を用いた短期発がん性試験」や、2024年から受託開始

した「中期皮膚発がん性試験」に加え「ラットを用いた中期大腸発がん性

試験」の受託を開始するなど、高付加価値な新規サービスの拡充に努めま

した。また、受注試験の納期管理や事業運営の見直しによるコストの削減

にも注力いたしました。この結果、前期比で大幅な増収になるとともに、

損失は大幅に縮小いたしました。
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今後の持続的な成長及び収益性の強化へ向けた活動といたしましては、

動物試験と細胞試験のデータを組み合わせた統合的な安全性・薬効評価サ

ービスを構築し、開発初期段階から臨床試験計画策定に直結するエビデン

スを提供できる体制を整えることを目的として、2025年７月に株式会社エ

ーセルと業務提携を行いました。また、核酸医薬品開発における合成から

臨床試験までを一貫して支援できる体制の構築等を目的として、2025年10

月に北海道システム・サイエンス株式会社と業務提携を行いました。さら

に、収益性・資本効率の改善を目的として、神戸研究所の事業を2026年12

月頃までに他の拠点へ移転または集約し神戸研究所を閉鎖することを2026

年３月に決定いたしました。

投資・コンサルティング事業につきましては、Ｅコマースによる小売販

売は消費マインドの持続的な低下で苦戦し、卸売販売等の商社事業も売上

高は伸び悩みましたが、価格転嫁やコスト削減に注力いたしました。この

ため、前期比で減収となりましたが、営業利益につきましては増益となり

ました。

これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、

13,174,425千円（前期比1.3％増）となり、営業利益につきましても

137,960千円の利益（前期は259,507千円の営業損失）となりました。経常

利益につきましても、為替差益などの営業外収益56,508千円及び支払利息

などの営業外費用76,358千円を計上した結果、118,111千円の利益（前期

は319,829千円の経常損失）となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純損失につきましては、投資有価証券

売却益などの特別利益174,948千円、子会社の拠点集約に伴う事業再編損

や子会社の試験データ不正に関する損失補償金、特別調査費用等などの特

別損失500,500千円、法人税、住民税及び事業税56,795千円、過年度法人

税等10,262千円、法人税等調整額△177,037千円及び非支配株主に帰属す

る当期純損失20,191千円を計上した結果、77,267千円の損失（前期は

1,089,641千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
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イ. 創薬支援事業

当連結会計年度の業績につきましては、前期からの繰越受注試験を

予定通り完了させるとともに新規受注にも注力し、コスト面でも事業

運営の合理化による削減を実施いたしました。この結果、売上高は

2,258,963千円（前期比19.1％増）となり、前期比で大幅な増収とな

りました。また、営業利益につきましても164,119千円の損失（前期

は488,197千円の損失）となり、前期比で損失が大幅に縮小しまし

た。

ロ. 投資・コンサルティング事業

持続的な物価上昇傾向の中で消費マインドが低下し、Ｅコマースに

よる小売販売は苦戦しましたが、価格転嫁や在庫管理の適正化、固定

費のコスト削減に注力いたしました。また、卸売販売等の商社事業も

売上高は伸び悩みましたが、価格交渉等による粗利率改善に注力し、

利益の確保に取り組みました。この結果、売上高は10,922,164千円

（前期比1.7％減）となり、前期比で減収となりましたが、営業利益

につきましては479,525千円（前期比9.3％増）となり、前期比で増益

となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総

額は94,084千円であります。その主なものは、次のとおりであります。

創薬支援事業：分析機器等の試験機器　　　　　　　　　　 20,881千円

投資・コンサルティング事業：販売・在庫管理システム　　  9,756千円

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありませ

ん。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、グループ内の所要資金として、金融機関より短期

借入金2,970,000千円、長期借入金339,911千円の資金調達を行い、社債の

発行50,000千円を実施いたしました。
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区 分
第25期

2023年３月期
第26期

2024年３月期
第27期

2025年３月期

第28期
(当連結会計年度)
2026年３月期

売 上 高(千円) 11,429,684 13,083,458 13,005,126 13,174,425

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) △409,668 4,085 △1,089,641 △77,267

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) △24.32 0.24 △65.51 △4.64

総 資 産(千円) 10,672,931 9,810,999 9,586,399 9,735,359

純 資 産(千円) 6,122,519 5,998,464 4,856,181 4,839,789

１株当たり純資産額 (円) 356.98 355.19 285.98 287.03

区 分
第25期

2023年３月期
第26期

2024年３月期
第27期

2025年３月期

第28期
(当事業年度)
2026年３月期

営 業 収 益(千円) 397,171 371,175 287,079 274,256

当 期 純 損 失 ( △ )(千円) △104,001 △662,189 △1,153,483 △484,012

１株当たり当期純損失(△) (円) △6.17 △39.41 △69.35 △29.06

総 資 産(千円) 7,986,410 6,941,992 6,441,475 5,546,763

純 資 産(千円) 6,658,334 5,860,758 4,665,394 4,267,685

１株当たり純資産額 (円) 394.96 353.18 280.14 256.26

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況
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会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

㈱ ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 50,000千円 100.0％

医薬品・食品・化学品の非臨床試
験、医薬品・食品等の臨床試験、

医薬品・食品・農薬・化学物質等
の安全性試験の受託・遺伝子改変
マウスの作製受託

㈱ メ デ ィ フ ォ ム 10,000千円 100.0％ 治験事務局業務、病院支援業務

医 化 学 創 薬 ㈱ 100,000千円  64.6％
糖鎖受託解析、糖鎖受託合成、抗
体作製受託・抗体関連製品の販売

㈱ プ ラ イ ミ ュ ー ン 22,000千円
（間接所有）

64.6％
研究用試薬販売

㈱ルナパス毒性病理研究所 6,000千円 100.0％ 病理ピアレビューサービス

㈱ Ｍ Ａ Ｓ Ｃ 10,000千円 100.0％ 治験コーディネーター業務

㈱ Ｔ Ｇ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 10,000千円 100.0％ 経営コンサルティング

㈱ ル ー ペ ッ ク ス ジ ャ パ ン 8,000千円
（間接所有）

100.0％
情報通信機器関連の開発・販売

㈱ ア ウ ト レ ッ ト プ ラ ザ 30,000千円
（間接所有）

 99.9％
家電製品の小売・卸売

㈱ Ｔ Ｇ Ｍ 33,000千円
（間接所有）

100.0％
複層ガラス資材及びガラス加工設
備の輸入販売

ギ ャ ラ ッ ク ス 貿 易 ㈱ 20,000千円
（間接所有）

 99.9％
洋食器等の輸入販売

㈱ ホ ー プ 4,000千円
（間接所有）

100.0％
プリンタートナー等の輸入販売

㈱ 東 名 商 会 4,000千円
（間接所有）

100.0％
米袋等の企画・販売

東 北 新 和 化 学 ㈱ 20,000千円
（間接所有）

100.0％
精製水、バッテリー補充液の製
造・販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

グループの成長を維持し企業価値の持続的向上を実現するためには、事業

領域の両輪である創薬支援事業と投資・コンサルティング事業について、双

方の事業特性を活かしながら事業基盤の拡大を図っていくことが重要である

と考えております。

イ. 創薬支援事業

当事業は、創薬の初期段階である探索基礎研究・創薬研究から、非臨床

試験、臨床試験まで、創薬のあらゆるステージに対応できるシームレスな

サービスをグループで展開しております。

当事業は、人材及び設備に対する先行投資や中長期的な先端技術の開発

努力が必要とされる反面、成果獲得時には高収益が期待でき、中長期的に

大きな成長が期待できます。

当事業の中核会社である株式会社トランスジェニックの遺伝子改変マウ

スを用いた遺伝毒性試験は国内外で高い競争力を有しているほか、基礎研

究・探索研究の後に実施される非臨床薬効薬理試験受託に強みを有してお

りますが、従来と比較してより短期間で発がん性の評価が可能となる「短

期発がん性試験」の受託を開始するなど、より高付加価値かつ差別化可能

なサービスの強化も図っております。また、研究開発の最終ステージで実

施される医薬・食品臨床試験受託サービスも提供しており、ワンストップ

でシームレスなサービスを提供しております。さらに、株式会社トランス

ジェニック神戸研究所の閉鎖及び同研究所の機能を移転・集約することを

決定いたしましたが、更なる経営資源の集約及び固定費削減等の事業運営

の合理化を通じて、競争力及び収益力の向上を図ってまいります。

株式会社トランスジェニック磐田研究所における受託試験の一部につい

て、一部の職員による試験データに係る不正が行われていたことが判明し

たことにつき、株主様、取引先様をはじめとする関係者の皆様には、多大

なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げま

す。本件不正を受け、関係する各当局の調査官、並びに外部の専門家（弁

護士）による調査と検証作業の結果、本件不正は当該職員が単独で行った

ものであり、その所属部署を含め、他の職員及び組織としての関与は一切

なかったものと認定されておりますが、その原因分析を行った結果、当該

職員個人の資質による部分が大きいと考えられるものの、部署内のコミュ

ニケーション不足や、DI（Data Integrity：データの完全性）対応の遅れ

もあると判断しております。従いまして、関係する各当局からの指導、並
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びに外部の専門家からの提言も踏まえ、①各部門の情報共有及び組織風土

の改善、②教育体制の見直し、③DI対応の強化④QAU（Quality Assurance 

Unit：信頼性保証部門）の試験調査方法の見直し、を骨子とした再発防止

策を策定し、関連するSOP（Standard Operating Procedure：標準作業手

順書）の改訂を実施しております。二度とこのような事態を起こすことが

ないよう再発防止策を着実に遂行し、皆様からの信頼回復に努めてまいり

ます。

ロ. 投資・コンサルティング事業

当事業では、Ｍ＆Ａによる新規事業の推進や事業承継等に係る助言・支

援サービスを行っております。Ｍ＆Ａによって当社グループに加入した企

業へ適切なサポートを実施することにより、グループ各社が着実に利益貢

献する基盤を構築し、グループ業績の拡大に寄与してまいりました。

後継者不足問題や国内市場の縮小による再編加速という環境の中、投

資・コンサルティング事業は、創薬支援事業と比較して優良投資先の発掘

及び投資による短期間での成果獲得が可能であり、安定した業績成長が見

込めると考えております。

円安傾向の定着や石油由来の原材料の調達難により仕入コストが増加す

る厳しい経営環境が予想されますが、これまでにグループで培ったノウハ

ウを活かして、既投資先の収益力の向上に努めるとともに、リスク分散に

配慮しながら優良な投資先の発掘を行い、今後も積極的な投資を継続して

まいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

創 薬 支 援 事 業

遺伝子改変マウスの作製、抗体作製受託、医薬品・食品の臨床試験
受託、治験コーディネーター業務、薬物動態試験、農薬・食品関連
物質等の安全性試験等の非臨床試験受託、病理ピアレビューサービ
ス

投 資 ・ コ ン サ ル
テ ィ ン グ 事 業

Ｍ＆Ａによる新規事業の推進
（主な運営事業）
情報通信機器関連の開発・販売、家電製品の小売・卸売、複層ガラ
ス用副資材及びガラス加工設備の輸入販売、洋食器等の輸入販売、
プリンタートナー等の輸入販売、米袋等の企画・販売、精製水・バ
ッテリー補充液の製造・販売

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
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名 称 所 在 地

本 社 福岡市中央区天神二丁目３番36号

神 戸 研 究 所 神戸市中央区

東 京 オ フ ィ ス 東京都千代田区

会 社 名 名 称 及 び 所 在 地

㈱ ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク

本社：東京都千代田区

恵庭研究所：北海道恵庭市

磐田研究所：静岡県磐田市

神戸研究所：神戸市中央区

福岡研究所：福岡県久留米市

㈱ メ デ ィ フ ォ ム 本社：北海道恵庭市

医 化 学 創 薬 ㈱
本社：北海道恵庭市

久留米研究所：福岡県久留米市

㈱ プ ラ イ ミ ュ ー ン 本社：神戸市中央区

㈱ ル ナ パ ス 毒 性 病 理 研 究 所 本社：浜松市中央区

㈱ Ｍ Ａ Ｓ Ｃ 本社：札幌市中央区

㈱ Ｔ Ｇ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 本社：福岡市中央区

㈱ ル ー ペ ッ ク ス ジ ャ パ ン 本社：横浜市港北区

㈱ ア ウ ト レ ッ ト プ ラ ザ 本社：東京都千代田区

㈱ Ｔ Ｇ Ｍ 本社：東京都千代田区

ギ ャ ラ ッ ク ス 貿 易 ㈱ 本社：東京都品川区

㈱ ホ ー プ 本社：埼玉県八潮市

㈱ 東 名 商 会 本社：岐阜県岐阜市

東 北 新 和 化 学 ㈱ 本社：福島県二本松市

(6) 主要な事業所（2026年３月31日現在）

① 当社

② 主要な子会社の事業所
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事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

創 薬 支 援 事 業 132名 18名減

投資・コンサルティング事業 89名 3名増

全 社 （ 共 通 ） 6名 1名増

合 計 227名 14名減

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

6名 1名増 47.9歳 10.0年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数には、契約社員、パートタイマー及び派遣社員等臨時社員63名は含まれて
おりません。

２. 創薬支援事業の使用人数が前連結会計年度末に比べて18名減少しておりますが、そ
の主な理由は、研究拠点の再編及び退職によるものであります。

② 当社の使用人の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 434,996千円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 393,700千円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 327,397千円

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2026年２月19日付で、当社株式の上場市場を、東京証券取引所

グロース市場から東京証券取引所スタンダード市場へ市場区分変更いたし

ました。
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① 発行可能株式総数 43,630,100株

② 発行済株式の総数 16,999,141株

③ 株主数 12,644名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

小 林 哲 朗 309,900 1.86

内 田 善 久 237,700 1.42

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 232,600 1.39

B N Y M  S A / N V  F O R  B N Y M  F O R  B N Y
GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD

202,158 1.21

福 永 健 司 191,500 1.14

藤 井 正 樹 173,000 1.03

久 保 田 正 明 170,000 1.02

野 村 證 券 株 式 会 社 162,993 0.97

株 式 会 社 ム ト ウ 160,200 0.96

原 田 育 生 150,000 0.90

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を345,922株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 福永健司
株式会社トランスジェニック 取締役

株式会社ＴＧビジネスサービス 代表取締役社長

取 締 役 北島俊一

ＣＲＯ事業本部及び施設運営室及びグループＲ＆Ｄ統括
室担当

株式会社トランスジェニック 取締役

取 締 役 船橋　泰

ＩＲ＆コーポレート管理室及び情報管理室担当

株式会社トランスジェニック 取締役

株式会社ＴＧビジネスサービス 取締役

取 締 役 渡部一夫

経理財務部担当

株式会社トランスジェニック 取締役

株式会社ＴＧビジネスサービス 取締役

取 締 役 高島浩二
創薬支援事業（事業推進）担当

株式会社トランスジェニック 代表取締役社長

取 締 役 冨田昭仁

グループ事業推進部担当

株式会社トランスジェニック 監査役

株式会社ＴＧビジネスサービス 取締役

取 締 役 清藤　勉
株式会社免疫生物研究所 代表取締役社長

株式会社ＡＩ Ｂｉｏ 代表取締役社長

取 締 役 斎藤穂高 株式会社三菱ケミカルリサーチ 特別研究員

常 勤 監 査 役 友永良二 友永公認会計士事務所 代表

監 査 役 佐藤貴夫
桜田通り総合法律事務所 弁護士

株式会社ファンドクリエーショングループ 社外取締役

監 査 役 本坊正文

株式会社ＭＣＡホールディングス 取締役会長

株式会社山鹿蒸留所 代表取締役社長

田苑酒造株式会社 取締役会長

(2) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び監査役本坊正文氏は、社外監査役であ

ります。
３. 常勤監査役友永良二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。
４. 監査役佐藤貴夫氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有

しております。
５. 当社は、取締役斎藤穂高氏、常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び監査役本

坊正文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。

②　責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、社外取締役及

び社外監査役の全員との間で会社法第423条第１項の損害賠償を限定す
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る契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め
る額となります。ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の
原因となった職務について善意でかつ重大な過失がないときに限りま
す。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が負
担することになる損害賠償金・防御費用の損害を填補することとしてお
ります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査

役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担して
おります。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2025年７月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方
針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものである
と判断しております。

a.　基本方針
当社の取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬
の決定に際しては担当職務、各期の業績、貢献度等を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等、
非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役について
は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。

b.　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、担当職務、各期
の業績、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの
としています。

c.　業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額の算定方法の決定に
関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を
含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める
ため業績指標（ＫＰＩ）を反映した現金報酬とし、各事業年度の連
結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞
与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指
標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っておりま
す。
なお、指標として連結営業利益を選定した理由は、当社の経営上の
重要なＫＰＩの一つであるためです。また、各取締役の賞与の支給
額の算定にあたっては、当社グループの業績や経営環境、各取締役
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の貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
d.　非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進め
ることを目的に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給してお
ります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額
は、株主総会において取締役の金銭報酬枠とは別枠で承認を得た年
額60,000千円以内とし、本制度により発行または処分される当社の
普通株式の総数は年10万株以内（ただし、当社の普通株式の株式分
割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行わ
れた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の
普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を
合理的な範囲で調整する。）としております。また、各対象取締役
への具体的な配分については、金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けるものと
しています。

e.　取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事
業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報
酬水準を踏まえ、概ね固定報酬が80％、業績連動に係る報酬が
10％、非金銭報酬等が10％となるような割合を基礎として決定して
おります。

f.　取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長福
永健司がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限
の内容は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、各
取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与
の額及び非金銭報酬等の評価配分であります。
なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の
担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判
断したためであります。
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役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

役員の員数

(名)
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役

(うち社外取締役)

14,510

（1,800）

11,585

 （1,800）

　－

　（－）

2,925

（－）

8

（2）

監査役

(うち社外監査役)

8,550

(8,550)

 8,550

 (8,550)

　－

　（－）

－

（－）

3

（3）

合　計

（うち社外役員）

23,060

(10,350)

20,135

(10,350)

　－

　（－）

2,925

（－）

11

（5）

ロ．取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 当社子会社の取締役兼務に係る報酬等は当該子会社で一部費用を負担しておりま

す。上記の当社負担額と子会社負担額を合計した取締役（社外取締役を除く。）
の報酬等の額は66,935千円であります。

３. 株主総会の決議（2000年11月10日改定）による取締役報酬限度額は月額20,000千
円であり、株主総会の決議（2000年11月10日改定）による監査役報酬限度額は月
額10,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名、監査役
の員数は１名であります。

４. 非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬であり、2024年６月20日開催の定時株主総会
において、金銭報酬とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制
限付株式報酬の額として年額60,000千円以内、株式数の上限を年10万株以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）
の員数は６名です。また、報酬の額は当期において費用計上した額を記載してお
ります。

５. 業績連動報酬等に係る業績指標としている連結営業利益の目標は150,000千円と
しておりましたが、実績は137,960千円でした。
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区　分 氏　名 主　な　活　動　状　況

取 締 役 清 藤 　 勉

当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回出席し、経験
豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行っており、当社
コーポレートガバナンスの強化並びに客観的な立場での経営の
監督において適切な役割を果たしております。

取 締 役 斎 藤 穂 高

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、創薬支援
事業領域における豊富な経験や高い見識から、適宜発言を行っ
ており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な
役割を果たしております。

常勤監査役 友 永 良 二
当事業年度に開催された取締役会13回全て、監査役会11回全て
に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、適宜発言
を行っております。

監 査 役 佐 藤 貴 夫
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査役会11
回のうち10回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、
適宜発言を行っております。

監 査 役 本 坊 正 文
当事業年度に開催された取締役会13回全て、監査役会11回全て
に出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行
っております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ

Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所と当社

は資本業務提携を行っております。株式会社ＡＩ Ｂｉｏと当社との

間には特別な関係はありません。

取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチの特別研究員

であります。同社と当社との間には特別な関係はありません。

監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同

事務所と当社との間には特別な関係はありません。

監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株

式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各

兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングスの取締役会

長、株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、田苑酒造株式会社の取締

役会長であります。各社と当社との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

(注) 上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき､
取締役会決議があったものとみなす書面決議が6回ありました。
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

26,000千円

(3) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　有限責任パートナーズ綜合監査法人
（注）2025年６月30日開催の第27期定時株主総会において、新たに有限責任

パートナーズ綜合監査法人が当社の会計監査人に選任されたことに伴
い、当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは退任いたし
ました。

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

３. 当社は、有限責任パートナーズ綜合監査法人に対して、監査人交代に伴う監査業

務引継ぎの報酬として2,000千円を支出しております。

４. 当事業年度に係る会計監査人の報酬以外に、前事業年度に係る会計監査人として

の報酬として有限責任監査法人トーマツに5,000千円を支出しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性そ
の他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定
を行います。
　会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340
条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
解任した旨及びその理由を報告いたします。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び
契 約 資 産

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,708,698

2,134,967

1,114,914

52,116

1,573,910

764,954

133,740

764,022

171,667

△1,594

3,026,660

1,991,612

1,014,647

38,455

21,036

917,473

505,972

484,252

19,528

2,192

529,075

224,466

167,428

148,097

△10,917
　

流 動 負 債 3,848,433

支払手形及び買掛金 415,622

未 払 金 227,802

短 期 借 入 金 565,000

１年内償還予定の社債 109,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

462,356

未 払 法 人 税 等 51,414

前 受 金 1,405,738

賞 与 引 当 金 64,676

受 注 損 失 引 当 金 109,399

そ の 他 437,424

固 定 負 債 1,047,135

社 債 50,000

長 期 借 入 金 902,556

繰 延 税 金 負 債 17,278

退職給付に係る負債 70,822

そ の 他 6,479

負 債 合 計 4,895,569

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,640,766

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 3,856,375

利 益 剰 余 金 850,407

自 己 株 式 △116,016

その他の包括利益累計額 139,230

その他有価証券評価差額金 105,442

為 替 換 算 調 整 勘 定 33,788

新 株 予 約 権 200

非 支 配 株 主 持 分 59,592

純 資 産 合 計 4,839,789

資 産 合 計 9,735,359 負 債 純 資 産 合 計 9,735,359

連 結 貸 借 対 照 表
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（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

（単位：千円）

金 額

売 上 高 13,174,425

売 上 原 価 10,740,713

売 上 総 利 益 2,433,712

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,295,751

営 業 利 益 137,960

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,900

受 取 配 当 金 175

為 替 差 益 26,115

補 助 金 収 入 9,100

受 取 保 険 金 4,670

そ の 他 12,547 56,508

営 業 外 費 用

支 払 利 息 45,759

支 払 手 数 料 14,205

そ の 他 16,393 76,358

経 常 利 益 118,111

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 137,520

受 取 補 償 金 10,596

過 年 度 消 費 税 等 戻 入 額 26,832 174,948

特 別 損 失

減 損 損 失 47,072

事 業 再 編 損 143,998

損 失 補 償 金 274,915

特 別 調 査 費 用 等 34,512 500,500

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 207,439

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 56,795

過 年 度 法 人 税 等 10,262

法 人 税 等 調 整 額 △177,037 △109,980

当 期 純 損 失 97,459

非支配株主に帰属する当期純損失 20,191

親会社株主に帰属する当期純損失 77,267

連 結 損 益 計 算 書
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（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 50,000 3,857,377 927,674 △116,016 4,719,036

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△77,267 △77,267

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

△1,002 △1,002

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △1,002 △77,267 － △78,270

当 期 末 残 高 50,000 3,856,375 850,407 △116,016 4,640,766

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 18,817 24,657 43,474 200 93,470 4,856,181

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△77,267

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

△1,002

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

86,625 9,130 95,756 △33,878 61,878

当 期 変 動 額 合 計 86,625 9,130 95,756 － △33,878 △16,392

当 期 末 残 高 105,442 33,788 139,230 200 59,592 4,839,789

連結株主資本等変動計算書
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債  の  部）

流 動 資 産 2,700,925 流 動 負 債 802,137

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工具、器具及び備品

土 地

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関係会社長期貸付金

関 係 会 社 株 式

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

459,313

16,302

5,772

2,105,000

116,660

△2,122

2,845,837

925,623

335,584

3,493

766

585,778

1,920,214

221,887

997,000

1,223,350

21,019

△543,043
　

未 払 金 131,777

短 期 借 入 金 280,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

365,404

未 払 費 用 2,832

未 払 法 人 税 等 8,166

賞 与 引 当 金 2,072

そ の 他 11,885

固 定 負 債 476,940

長 期 借 入 金 428,292

繰 延 税 金 負 債 48,648

負 債 合 計 1,279,078

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,162,362

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 4,027,013

その他資本剰余金 4,027,013

利 益 剰 余 金 201,365

利 益 準 備 金 12,500

その他利益剰余金 188,865

　繰越利益剰余金 188,865

自 己 株 式 △116,016

評価・換算差額等 105,122

その他有価証券評価差額金 105,122

新 株 予 約 権 200

純 資 産 合 計 4,267,685

資 産 合 計 5,546,763 負 債 純 資 産 合 計 5,546,763

貸　借　対　照　表

－ 22 －



（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 274,256

営 業 費 用 272,499

営 業 利 益 1,757

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 1,138

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,982

未 払 配 当 金 除 斥 益 1,154

そ の 他 1,236 5,511

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,868

支 払 手 数 料 13,060

そ の 他 618 29,546

経 常 損 失 22,278

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 137,520 137,520

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 543,043

特 別 調 査 費 用 等 34,512 577,555

税 引 前 当 期 純 損 失 462,313

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 28,247

法 人 税 等 調 整 額 △6,549 21,698

当 期 純 損 失 484,012

損　益　計　算　書
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（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 50,000 4,027,013 4,027,013 12,500 672,878 685,378 △116,016 4,646,375

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △484,012 △484,012 △484,012

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △484,012 △484,012 － △484,012

当 期 末 残 高 50,000 4,027,013 4,027,013 12,500 188,865 201,365 △116,016 4,162,362

評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 18,818 18,818 200 4,665,394

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △484,012

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
86,303 86,303 86,303

当 期 変 動 額 合 計 86,303 86,303 － △397,709

当 期 末 残 高 105,122 105,122 200 4,267,685

株主資本等変動計算書
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木　　　 努

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 田 明 彦

2026年５月14日

株式会社トランスジェニックグループ

取締役会　御中

　　有限責任パートナーズ綜合監査法人
　　東京都中央区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社トランスジェ
ニックグループの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トランスジェニックグループ及
び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書
類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適
用される規定を含む｡）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は､意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している｡

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもの
ではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある
かどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ
ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結
計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算
書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持して以下を実施する。

　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。
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　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類

の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、

監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発
見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における
職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える
と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木　　　 努
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 田 明 彦

2026年５月14日

株式会社トランスジェニックグループ

取締役会　御中

　 有限責任パートナーズ綜合監査法人
　 東京都中央区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トラ
ンスジェニックグループの2025年４月１日から2026年３月31日までの第28期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等
の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもので
はない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監
査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ
ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書
類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類
等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を
保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。
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　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発
見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における
職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える
と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第28期事業年度
における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部
門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任パートナーズ綜合監査法人の監査の方法及び結果
は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任パートナーズ綜合監査法人の監査の方法及び結果
は相当であると認めます。

2026年５月21日

株式会社トランスジェニックグループ　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 友 永 良 二 ㊞

社外監査役 佐 藤 貴 夫 ㊞

社外監査役 本 坊 正 文 ㊞
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株主総会会場ご案内図

会場  福岡市中央区天神二丁目５番55号
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警固公園

ソラリア
プラザ
ソラリア
プラザ

警固神社

ビックカメラ

博多大丸

福岡三越

中央警察署中央警察署

地下鉄七隈線天神南駅

地下鉄七隈線天神南駅

岩田屋本館
（NTT-Tビル）
岩田屋本館

（NTT-Tビル）

NTT-KFビル

ビックカメラ

福岡三越

明治通り

交通のご案内

○　西鉄福岡（天神）駅より徒歩２分

○　地下鉄空港線天神駅より徒歩５分

○　地下鉄七隈線天神南駅より徒歩５分

○　天神バスセンターより徒歩３分

（お願い）

　駐車場のご用意はございませんので、お車での来場はご遠慮ください

ますようお願い申し上げます。


